










都市機能誘導区域
対象範囲

居住誘導区域
対象範囲

拠点市街地
（都心ゾーン）

拠点市街地
（地域拠点）

駅そば市街地

400m400m

800m800m

基本的な区域における誘導と誘導区域の考え方

　 ３ ～ ４ ペ ー ジ で 設 定 し た 拠 点 市 街 地 、 駅 そ ば 市 街 地 、 郊 外 市 街 地 を も と に 、 ま ち づ く り の 方 向 性 を
ふ ま え て 、 都 市 機 能 及 び 居 住 の 誘 導 の 考 え 方 を 整 理 し 、 都 市 機 能 誘 導 区 域 及 び 居 住 誘 導 区 域 を
設 定 す る 対 象 範 囲 を 示 し ま す 。

誘導と誘導区域の考え方

拠 点 市 街 地

魅 力 が あ ふ れ に ぎ わ う 交 流 拠 点

都 心 ゾ ー ン 地 域 拠 点

名 古 屋 大 都 市 圏 の 中 心 と し て、
都市圏の魅力向上や産業競争力
の強化など、 都市の国際競争力を
高める広域的な拠点施設の重点
的な誘導をはかります。

交通結節機能が高い地域特性を
いかし、 市民や近隣都市の人々の
生 活 利 便 性 や 生 活 の 質 を 高 め る
地域の拠点施設の重点的な誘導
をはかります。

都 心 ゾ ー ン 全 域 を 都 市 機 能 誘 導
区域及び居住誘導区域の対象と
します。

地 域 拠 点 及 び そ の 周 辺 の 駅 そ ば
市 街 地 の 全 域 を 都 市 機 能 誘 導
区域及び居住誘導区域の対象と
します。

将 来 に わ た っ て 人 口 水 準 を 維 持 す る た め 、 駅 を 中 心 と し た 歩 い て 暮 ら せ る
ま ち づ く り を 推 進 し 、 市 外 か ら 本 市 へ の 転 入 や ラ イ フ ス テ ー ジ の 変 化 な ど に
よ る 転 居 等 の 機 会 を 捉 え た 重点的な居住の誘導を は か り ま す 。
ま た 、 日 常 生 活 の 中 で 利 用 す る 身 近 な 日 常 生 活 施 設 が 充 実 し て い る 環 境
を 維 持 し 、 不 足 す る 地 域 な ど で は 必 要 に 応 じ て 改 善 を は か り ま す 。

基本的な区域

まちづくりの方向性

都市機能

居　住

基本的な区域
設定イメージ

誘
導
の
考
え
方

誘
導
区
域
の
考
え
方
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800m800m駅そば市街地

都市機能誘導区域
の設定範囲

※地域拠点となる駅は除く

・ 鉄道駅等※

　600m 圏域
・ 基幹バス路線等
　500m 圏域

郊外市街地

快 適 で 利 便 性 の 高 い 居 住 環 境

駅 そ ば 市 街 地

市内の多方面からのアクセスが容易である地域特性を
いかし、 地域のニーズに応じて、 市民の生活利便性や
生活の質を高める地域の拠点施設の駅近くへの誘導
をはかります。

将来にわたって人口水準を維持するため、 駅を中心と
した歩いて暮らせるまちづくりを推進し、 市外から本市
への転入やライフステージなどの変化による転居といった
機会をとらえた重点的な居住の誘導をはかります。
また、 居住環境を向上させるため、 地域のニーズに応じて
日常生活施設の誘導をはかります。

公共交通を利用して来訪するさまざまな世代の歩行可能
距離等を考慮して、 より駅に近い範囲を都市機能誘導
区域の対象とします。（鉄道駅等からの距離をもとに設定）
また、 駅そば市街地の全域を居住誘導区域の対象と
します。

「ゆとり」 と 「うるおい」 のある居住環境

郊 外 市 街 地

将来にわたり一定密度の市街地の持続が
見込まれるため、 現在の市街地を基本に
ゆとりとうるおいのある居住環境の持続を
はかります。
また、日常生活施設の立地を維持し、不足
する地域などでは必要に応じて改善をはか
ります。

郊外市街地の全域を居住誘導区域の対象
とします。

拠点市街地

駅そば市街地

郊外市街地

拠点市街地

駅そば市街地

郊外市街地

都市機能
誘導区域

居住
誘導区域

各 市 街 地 と
誘 導 区 域 の
イ メ ー ジ
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誘導区域の設定にあたり考慮する要素（誘導区域に含めない範囲）

都 市 機 能 誘 導 区 域 及 び 居 住 誘 導 区 域 の 設 定 に あ た り 、 災 害 リ ス ク や 緑 の 保 全 な ど を 考 慮 し ま す 。

● 災 害 リ ス ク が 大 き い 範 囲 は 居 住 誘 導 区 域 に 含 め な い こ と と し 、 災 害 リ ス ク や 対 応 方 法 の 重 点 的 な
　理 解 促 進 に よ り 、 災 害 リ ス ク を ふ ま え た 居 住 の 誘 導 を は か り ま す 。

● 緑 の 保 全 の 観 点 か ら 特 別 緑 地 保 全 地 区 に つ い て は 居 住 誘 導 区 域 に 含 め な い こ と と し ま す 。

● 低 未 利 用 の 基 盤 未 整 備 地 区 の う ち 、 ま と ま り の あ る 樹 林 地 な ど の 自 然 的 環 境 が 残 る 地 区 に お い て は
緑 の 保 全 を は か る 観 点 か ら 、 既 存 の 住 宅 地 に お い て は ゆ と り と う る お い の 維 持 ・ 創 出 の 観 点 か ら
都 市 機 能 誘 導 区 域 及 び 居 住 誘 導 区 域 に 含 め な い こ と と し ま す 。

…具体的な範囲：第一種低層住居専用地域のうち建蔽率 40%、 容積率 60%、 壁面後退 1.5m に指定されている範囲
（すでに土地区画整理事業に着手している範囲は除く）をもとに設定

● 低 層 住 宅 の 市 街 地 が 形 成 さ れ 、 良 好 な 居 住 環 境 を 保 全 す べ き 地 域 は 都 市 機 能 誘 導 区 域 に 含 め な い
こ と と し ま す 。

…具体的な範囲：第一種低層住居専用地域、 第二種低層住居専用地域

● 工 場 等 の 土 地 利 用 誘 導 ま た は 維 持 を は か る 地 域 は 都 市 機 能 誘 導 区 域 及 び 居 住 誘 導 区 域 に 含 め な い
こ と と し ま す 。

…具体的な範囲：工業地域

● 都 市 再 生 特 別 措 置 法 等 の 規 定 に よ り 誘 導 区 域 に 指 定 し な い 地 域 や 住 宅 の 建 築 を 制 限 し て い る 範 囲
は 都 市 機 能 誘 導 区 域 及 び 居 住 誘 導 区 域 に 含 め な い こ と と し ま す 。

…具体的な範囲：市街化調整区域、 工業専用地域、 臨港地区、 流通業務地区、 保安林

● 上 記 に 関 わ ら ず 、 都 市 再 生 緊 急 整 備 地 域 や 地 区 計 画 等 の 指 定 に よ り 、 都 市 機 能 や 居 住 の 誘 導 を
は か る こ と が 示 さ れ て い る 地 域 は 、 都 市 機 能 誘 導 区 域 及 び 居 住 誘 導 区 域 に 含 め る こ と と し ま す 。

※1   水防法に基づく計画規模等（愛知県が作成した浸水予想図含む）
※2  高潮、 内水氾濫については、 L1（過去最大規模）で浸水深３ｍ以上の一定の範囲がないため、 居住誘導区域外となる区域はない
※3   愛知県が設定した伊勢湾台風級規模で堤防が決壊しないケース
※4   平成 22 年に作成した本市独自のモデル（東海豪雨相当）
※5   平成 26 年に作成した本市独自のモデル

〈 災 害 リ ス ク が 大 き い 範 囲 〉

土砂災害

洪水

津波

( 高潮※２)

( 内水氾濫※２)

土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域

2 階床高以上の
浸水のおそれが
ある範囲

一般家屋の流出の
おそれがある範囲

洪水浸水想定区域（計画規模※１）のうち浸水深３m 以上の範囲

津波浸水範囲（過去最大規模※５）のうち浸水深２ｍ以上の範囲

高潮浸水予想（過去最大規模※３）のうち浸水深３ｍ以上の範囲

内水浸水範囲（過去最大規模※４）のうち浸水深３ｍ以上の範囲
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考慮する要素の位置図

考慮する要素（含めない範囲）

災害リスクが大きい範囲 土砂災害のみ
含めない

含めない

含めない―

含めない含めない

含めない

含めない ―

含めない

含めない

―：誘導区域設定にあたり考慮する要素としない

※上記に関わらず、 都市再生緊急整備地域や地区計画等の指定により、 都市機能や居住の誘導をはかることが示されている地域は
　都市機能誘導区域及び居住誘導区域に含めることとします。

含めない

緑地の保全をはかる地域（特別緑地保全地区）

良好な居住環境を保全すべき地域
（第一種 ・ 第二種低層住居専用地域）

工場等の土地利用誘導または維持をはかる地域
（工業地域）

都市機能
誘導区域

居住
誘導区域

低未利用の基盤未整備地区
用途地域において建蔽率 40%、 容積率 60%、
壁面後退 1.5m に指定されている範囲をもとに設定

（すでに土地区画整理事業に着手している範囲は除く）

法令等の規定により誘導区域を指定しない地域
市街化調整区域、 工業専用地域、 臨港地区、
流通業務地区、 保安林
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都 市 機 能 誘 導 区 域

都心ゾーン

上小田井

黒川

中村公園

八田

高畑

港北

金城ふ頭

大曽根
小幡

今池

御器所

桜山

新瑞橋

八事

本山
星ヶ丘

藤が丘

平針

徳重

鳴海

笠寺

神宮前

日比野

港区役所

都心ゾーン

上小田井

黒川

中村公園

八田

高畑

港北

金城ふ頭

大曽根
小幡

今池

御器所

桜山

新瑞橋

八事

本山
星ヶ丘

藤が丘

平針

徳重

鳴海

笠寺

神宮前

日比野

港区役所

　 基 本 的 な 区 域 、 誘 導 と 誘 導 区 域 の 考 え 方 、 考 慮 す る 要 素 を ふ ま え て 、 都 市 再 生 特 別 措 置 法 に 基 づ く 、
都 市 機 能 誘 導 区 域 と 誘 導 施 設 、 居 住 誘 導 区 域 と 居 住 環 境 向 上 施 設 を 設 定 し ま す 。

誘導区域と誘導する施設

都市機能誘導区域

拠点市街地
駅そば市街地

都 市 機 能 誘 導 区 域

誘 導 施 設

　都市圏の魅力や産業競争力の強化等をはかる広域的な拠点施設及び市民の生活利便性や生活の質を高める
地域の拠点施設を 「誘導施設」 に設定し、 特定用途誘導地区等の都市開発諸制度を活用し、 都市機能誘導
区域内に誘導をはかります。

各用途に供する床面積の合計が 500 ㎡以上の施設に限ります。（市長が指定する施設を除く）
◇の施設は、 市長が指定する施設に限ります。
※の施設は、 法定の誘導施設ではなく、 本市が独自に定める誘導施設です。

文化 ・ スポーツ交流施設
劇場
映画館
観覧場
演芸場
多目的ホール
博物館
美術館
図書館
生涯学習施設
スポーツ拠点施設

国際・産業交流施設
大学 ・ 短期大学
ＭＩＣＥ施設
バンケットに対応した一定規模の
ホール等を有するホテル
イノベーション施設◇

外国語での教育 ・ 診療 ・ 保育に
対応した教育 ・ 医療 ・ 保育施設◇

地域魅力発信施設◇

ハイグレードホテル※

高品質オフィス※

子育て ・ 高齢者交流施設
児童館、 福祉会館

拠点的な医療施設
一般病床 200 床以上の病院

拠点的な行政サービス施設
区役所

災害対策に資する施設◇

地域のための備蓄倉庫など

まちの魅力や利便性の
向上に資する施設◇
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都心ゾーン

上小田井

黒川

中村公園

八田

高畑

港北

金城ふ頭

大曽根
小幡

今池

御器所

桜山

新瑞橋

八事

本山 星ヶ丘

藤が丘

平針

徳重

鳴海

笠寺

神宮前

日比野

港区役所

都心ゾーン

上小田井

黒川

中村公園

八田

高畑

港北

金城ふ頭

大曽根
小幡

今池

御器所

桜山

新瑞橋

八事

本山 星ヶ丘

藤が丘

平針

徳重

鳴海

笠寺

神宮前

日比野

港区役所

居 住 誘 導 区 域

居住誘導区域

拠点市街地
駅そば市街地
郊外市街地

区域の外に
住めなくなるの？ 区 域 外 へ の 居 住 を 規 制

するものではありません。
転 居 等 の 機 会 に 場 所 を
選 ぶ と き の 参 考 と な る よ
うに、将来の都市構造を
示すとともに、 災害リスク
や緑の保全など、 地域の
特 性 を 理 解 し た 居 住 の
誘導をはかるものです。

・ 土砂災害特別警戒区域、 土砂災害警戒区域及び急傾斜地崩壊危険区域の指定により誘導区域外となる箇所は表示していません。
・ 道路 ・ 公園等の施設は住宅等と一体となって良好な居住環境を形成する施設であることから、 居住誘導区域に含めていますが、 今後、 施設の整備
　が予定されている場所を含め、 施設内への居住の誘導をはかるものではありません。（都市計画施設の区域等）
・ 詳細な区域の指定状況は、 プラン本編の巻末資料または 「名古屋市都市計画情報提供サービス」 でご確認ください。

［注］

居 住 環 境 向 上 施 設

　日常生活の中で利用する身近な日常生活施設を 「居住環境向上施設」 に設定し、 地域のニーズに応じて
居 住 環 境 向 上 用 途 誘 導 地 区 等 の 都 市 開 発 諸 制 度 を 活 用 す る こ と で、 居 住 誘 導 区 域 内 の 駅 そ ば 市 街 地 に
誘導します。

その用途に供する各施設それぞれの床面積が 500 ㎡未満のものに限ります。（ただし、 医療施設、 子育て・教育・福祉施設については、 その用途の性質から
市長がやむを得ないと認め、 指定するものは 500 ㎡以上とすることができます。）
◇の施設は、 市長が指定する施設に限ります。
居住環境向上施設は届出制度の対象ではありません。

文化 ・ スポーツ施設
集会所、 カルチャースクール、 スポーツスクールなど

子育て ・ 教育 ・ 福祉施設
幼稚園
認定こども園
老人デイサービスセンター
地域包括支援センター
児童発達支援指定事業所
放課後等デイサービス指定事業所
放課後児童クラブ
地域子育て支援拠点
子育て応援拠点
保育所
認可外保育施設
子育て ・ 教育 ・ 福祉施設で通所を主目的とするもの◇

医療施設
診療所など

居住者の日常生活に必要な商業施設
日用品店、 コンビニ、 飲食店、 美容院など

シェアオフィス ・ コワーキングスペース◇
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エリアマネジメントによる
地域の価値の向上

街路空間を活用した
にぎわい創出

パーソナルモビリティの
走行空間

公開空地の活用

街路空間を再編し歩行者中心に

出展：「名古屋市都市計画マスタープラン 2030」

■ウォーカブルなまちづくりイメージ

民有地 街路 公共用地等

誘導施設を整備

誘導施設整備分の
容積率を緩和

特定用途
基準容積率

例）ホール

■特定用途誘導地区制度活用イメージ

浸水・液状化等
の程度

発生頻度

［大］

［中］

［小］

［低］ ［高］

L2 L1

要安全配慮区域要安全配慮区域

居住誘導区域内居住誘導区域内 居住誘導区域外居住誘導区域外
災害リスクが
大きい範囲
災害リスクが
大きい範囲

■区域設定イメージ

主な施策

　 都 市 機 能 と 居 住 の 誘 導 を は か る た め 、 各 分 野 の 個 別 計 画 と 連 携 し つ つ 、 基 本 方 針 を ふ ま え て 施 策
を 推 進 し ま す 。 施 策 の 推 進 に あ た っ て は 行 政 が 主 体 と な る 取 組 だ け で な く 、 地 域 の 自 主 的 な ま ち づ く り
活 動 に よ る 取 組 も 促 進 し ま す 。

施策の方向性

都心や拠点の魅力向上 ・ 創出
特定用途誘導地区をはじめとした容積率緩和
に 関 す る 各 種 施 策 を 複 合 的 に 活 用 し、 拠 点
市街地の都市機能の誘導を促進します。

国の税制 ・ 金融支援制度の活用により、 誘導
施設の立地誘導や機能更新等を促進します。

市民や来訪者の移動手段の多様化をすすめ、
都心ゾーンの回遊性を高めます。

さまざまな世代が活動しやすいまちづくり
大 規 模 な マ ン シ ョ ン 建 設 等 の 市 街 地 開 発 に
あ た っ て は 、 地 域 で 不 足 す る 子 育 て な ど の 日 常
生 活 施 設 の 立 地 を 促 進 し ま す 。

まちづくりの方向性に即した用途地域等の指定や
都 市 開 発 諸 制 度 の 活 用 等 に よ り、 鉄 道 駅 周 辺
への都市機能や居住の誘導等をはかります。

にぎわい空間の創出や歩行者中心の道路空間の
形成によりウォーカブルなまちづくりを推進します。

成熟した市街地を活用したまちづくり
リ フ ォ ー ム 、 リ ノ ベ ー シ ョ ン な ど 既 存 の 建 物
ス ト ッ ク の 活 用 に 向 け た 検 討 を お こ な い ま す 。

低 未 利 用 化 し た 土 地 に つ い て 、 生 活 の 質 や
利 便 性 の 向 上 に つ な が る 活 用 策 の 検 討 を
お こ な い ま す 。

災害リスクをふまえたまちづくり
居住及び都市機能の誘導をはかるための防災
対策 ・ 安全確保策を推進します。

要安全配慮区域の設定により、 災害リスクの
周知をはかります。

ゆとりある郊外居住地の持続と
新規開発の抑制

地 区 計 画 等 の 活 用 に よ り 、 ゆ と り の 保 全 を
は か り ま す 。

生 産 緑 地 や 市 民 緑 地 を 活 用 し、 農 地 や 緑 地
の保全をはかります。

関連取組
居住や都市機能の誘導のための防災指針へ
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災害リスク分析

　 防 災 指 針 と は 、 居 住 誘 導 区 域 に お い て は 住 宅 の 、 都 市 機 能 誘 導 区 域 に お い て は 誘 導 施 設 の 立 地 の
誘 導 を は か る た め の 都 市 の 防 災 機 能 の 確 保 に 関 す る 指 針 で す 。 ハ ザ ー ド 情 報 と 都 市 の 情 報 を 重 ね あ わ せ た
災 害 リ ス ク 分 析 を 行 い 、 具 体 的 な 取 組 を 整 理 し ま す 。

　 災 害 リ ス ク 分 析 は 、 ハ ザ ー ド 情 報 と 都 市 の 情 報 を 重 ね あ わ せ 、 災 害 リ ス ク の 見 え る 化 を 行 い ま す 。

居住や都市機能の誘導のための防災指針関連取組

ハザード情報 都市の情報 分析の視点

浸水深
（洪水、内水氾濫、高潮、津波）

住宅の階数

人口分布

事業所数・従業員数

垂直避難ができるか

ハザードエリア内における
人口の把握

ハザードエリア内における
事業所の把握

施設の継続利用ができるか

頻度ごとの浸水想定の把握

防災・医療拠点施設

公共施設

液状化可能性
（液状化）

浸水継続時間
（洪水、内水氾濫、高潮）

液状化可能性
（液状化）

発生頻度ごとの浸水深の重ねあわせ（洪水）

分析の例

浸水深（洪水L1※）× 建築物（住宅）の階数
垂直避難が困難な住宅が多い地域はどこか

浸水継続時間（洪水L2※）× 防災・医療拠点施設
施設の継続利用ができるか

１階建…浸水深 0.5m 以上
２階建…浸水深 3m 以上
３階建…浸水深 5m 以上
を垂直避難困難と設定

垂直避難困難住宅割合（建築面積割合）
　　20% 未満
　　20% 以上 40% 未満
　　40% 以上 60% 未満

60% 以上 80% 未満
80% 以上

浸水継続時間（洪水）
　  12 時間未満
　  12 時間以上~24 時間未満（1日）
　  24 時間以上~72 時間未満（3日）

　　72 時間以上~168 時間未満（1 週）
　　168 時間以上~336 時間未満（2 週）
　　336 時間以上~

医療施設
警察署
消防署

※ L1：水防法等に基づく計画規模 　　L2：水防法等に基づく想定最大規模
※ 上記の分析は一例であり、 他の分析については 「別冊　防災指針」 及び名古屋市公式ウェブサイトの 「災害リスク分析」 を参照
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災害規模

L2規模

当面目標 将来
期間

被害の軽減 ・ 早期復旧 ・ 復興のための取組

※ あ く ま で イ メ ー ジ 図 で あ り 、 災 害 や 取 組 に よ っ て 目 標 と す る 災 害 規 模 、 期 間 等 は 異 な り ま す 。
※ 災 害 規 模 に つ い て は 、 今 後 、 気 候 変 動 の 影 響 等 に よ り 変 化 が あ る こ と に 留 意 が 必 要 で す 。

リ ス ク 低 減

L1規模
被害対象を減少させるための取組
リ ス ク 回 避

災害をできるだけ防ぐ ・ 減らすための取組
ハ ザ ー ド 低 減

取組方針

具体的な取組［例］

評価指標［例］

　 取 組 方 針 と し て 災 害 規 模 や 期 間 に 応 じ て 次 の と お り 分 類 し ま す 。

ハ ザ ー ド 低 減ハ ザ ー ド 低 減

リ ス ク 回 避リ ス ク 回 避

リ ス ク 低 減リ ス ク 低 減

ハ ザ ー ド 低 減ハ ザ ー ド 低 減

リ ス ク 回 避リ ス ク 回 避

リ ス ク 低 減リ ス ク 低 減

災害をできるだけ防ぐ ・ 減らすための取組

取　組

評価指標 現状値（年度）

取組主体
災害ハザード

洪水 内水氾濫 高潮 土砂

被害対象を減少させるための取組

被害の軽減 ・ 早期復旧 ・ 復興のための取組

河川の整備 国 ・ 県 ・ 市 〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

下水道基幹施設の整備

災害リスクをふまえた居住の誘導

洪 水 の 計 画 規 模 、 高 潮 ・ 内 水 氾 濫 の 過 去 最 大 規 模 （ L 1 ） で の
浸 水 深 0 . 5 m 以 上 の 範 囲 に お け る 垂 直 避 難 困 難 住 宅 の 密 度 5 . 5 棟 / h a（ 令 和 4 年 度 ）

6 3 人 / h a（ 令 和 4 年 度 ）災 害 リ ス ク が 大 き い 範 囲 の 居 住 人 口 密 度

住宅の浸水対策周知

ハザードマップの周知 ・ 啓発

指定緊急避難場所及び指定避難所の指定

市

市（市民 ・ 事業者）

市（市民 ・ 事業者）

市（市民 ・ 事業者）

市

市（事業者）

市（事業者）

要配慮者利用施設等における
避難確保計画作成の支援

事業継続計画の策定の支援

取組例：河川の整備、 下水道基幹施設の整備

取組例：居住の誘導

取組例：ハザードマップの周知 ・ 啓発
　　　　指定緊急避難場所及び指定避難所の指定
　　　　事業継続計画の策定の支援

※上記の取組は一例であり、 その他の取組については名古屋市公式ウェブサイトの 「事業一覧」 を参照
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■住宅の浸水対策チラシ

要安全配慮区域の設定

　 居 住 誘 導 区 域 は 災 害 リ ス ク を 考 慮 し て 設 定 し ま し た が 、 誘 導 区 域 内 に お い て も 一 定 以 下 の 災 害 リ ス ク
は あ り ま す 。 そ の た め 、災 害 リ ス ク の 内 容 や 安 全 に 配 慮 し た 居 住 方 法 の 理 解 促 進 を は か る こ と を 目 的 と し て 、
市 独 自 の 区 域 と し て 「 要 安 全 配 慮 区 域 」 を 設 定 し ま す 。
　 な お 、 要 安 全 配 慮 区 域 の 設 定 に あ た っ て は 、 浸 水・土 砂 と 液 状 化 を 考 慮 し ま す 。

要 安 全 配 慮 区 域

都市計画情報提供サービスなどに
よ り、 災 害 リ ス ク の さ ら な る 情 報
提供を行い、 対策を検討していた
だく機会を増やします。

リ ス ク
周 知

要
安
全
配
慮
区
域

要
配
慮︵
大
︶

要
配
慮︵
中
︶

浸水
・

土砂
浸水

・
土砂

洪水、 内水氾濫、 高潮浸水想定区域のうち浸水深 3m 以上の範囲 〈想定最大規模〉 2階床高以上の浸水のおそれがある範囲

1 階床高以上の浸水のおそれがある範囲

液状化の危険度が高い範囲

津波における事前避難対象地域を参考
（浸水深 0.3m 以上でおおむね 30 分以内に
津波が到達する地域に設定）

一般家屋の流出のおそれがある範囲

家屋の流出・倒壊のおそれがある範囲

液状化の危険度が極めて高い範囲
洪水、 内水氾濫、 高潮浸水想定区域のうち浸水深 0.5m 以上 3m 未満の範囲
〈想定最大規模〉

津波災害警戒区域のうち浸水深 0.3m 以上 2m 未満の範囲
〈想定最大規模〉

津波災害警戒区域のうち浸水深 2m 以上の範囲 〈想定最大規模〉

土砂災害特別警戒区域、 土砂災害警戒区域、 急傾斜地崩壊危険区域
液状化可能性（大）〈あらゆる可能性を考慮した最大クラス〉

液状化可能性（中）〈あらゆる可能性を考慮した最大クラス〉

家屋倒壊等氾濫想定区域 〈想定最大規模〉家屋倒壊等氾濫想定区域 〈想定最大規模〉

浸水
・

土砂
浸水

・
土砂

液状化液状化

液状化液状化

要 安 全 配 慮 区 域 の 範 囲

浸水 ・ 土砂 液状化

要配慮（大）
要配慮（中）

要配慮（大）
要配慮（中）
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コモンズ
協定範囲

低未利用
土地

地域の
広場に

■制度活用イメージ

低未利用土地の利用及び管理に関する指針

立 地 誘 導 促 進 施 設 協 定 制 度
［ コ モ ン ズ 協 定 ］

低 未 利 用 土 地 権 利 設 定 等
促 進 計 画 制 度

　 低 未 利 用 土 地 に 対 し て 適 切 な 管 理 と 有 効 な 活 用 を 促 進 し 、 良 好 な 市 街 地 環 境 の 形 成 や に ぎ わ い
の 創 出 を は か り ま す 。

　低 未 利 用 土 地 等 を 活 用 し て 、地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ 等
が 共 同 で 整 備 ・ 管 理 す る 空 間 、 施 設 に つ い て 、
地 権 者 合 意 に よ る 協 定 を 締 結 で き る 制 度 で す 。

　 低 未 利 用 土 地 の 地 権 者 と 利 用 希 望 者 と を 行 政
が コ ー デ ィ ネ ー ト し 、 複 数 の 土 地 や 建 物 に 一 括 し て
利 用 権 等 を 設 定 す る 計 画 を 市 が 作 成 す る こ と が
で き る 制 度 で す 。

低未利用土地の有効活用に関する取組関連取組

対 象 エ リ ア 都 市 機 能 誘 導 区 域 内 ・ 居 住 誘 導 区 域 内

地 域 の 特 色 や 課 題 を ふ ま え て 、 空 家 等 や 空 地 な ど の 低 未 利 用 土 地 を 活 用 し た 以 下 の 利 用 を 推 奨 し ま す 。

　にぎわいや利便性向上に寄与する利用［　住宅やその他建物としての利用　　オープンスペースとしての利用］

　緑の創出に寄与する利用

　災害リスクをふまえたまちづくりに寄与する利用

利 用 指 針

空 家 等 、 空 地 に つ い て は 関 連 法 令 等 に 基 づ き 、 適 切 な 管 理 を 行 う こ と を 求 め ま す 。
管 理 指 針

都 市 機 能 誘 導 区 域 内 ・ 居 住 誘 導 区 域 内
制 度 の 活 用 が 可 能 と な る 区 域

都 市 機 能 誘 導 区 域 内 の う ち 市 長 が 定 め る 区 域
制 度 の 活 用 が 可 能 と な る 区 域
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集約連携型
都市構造

集約連携型
都市構造土地利用土地利用

集約連携型
まちづくり

プラン

集約連携型
まちづくり

プラン

土地利用計画土地利用計画

変　化

届出制度 ・ 誘導施策
による誘導

Check
（プランの評価）

Check
（プランの評価）

Check
（都市計画基礎調査）

Check
（都市計画基礎調査）

用途地域等による規制
都市開発諸制度等による誘導

本プランに基づき土地利用を誘導　➡　Check　➡　誘導成果に応じて計画を見直し　➡　都市機能 ・ 居住の集約を促進

誘導区域内
誘導施策による

都市機能・居住の誘導

都市開発諸制度等による
都市機能・居住の誘導

集約誘導

届出制度による
都市機能・居住の誘導

誘導区域外 誘導区域内
必要に応じた

誘導区域の見直し

用途地域等の見直しによる
都市機能・居住の拡大抑止

拡大抑止
×

誘導区域外

土地利用

集約連携型
まちづくり

プラン

集約連携型
まちづくり

プラン

土地利用計画土地利用計画

土地利用計画に関する施策の方向性

　 用 途 地 域 を は じ め と す る 土 地 利 用 計 画 は 、 本 プ ラ ン に 基 づ く 誘 導 施 策 に よ り 土 地 利 用 の 誘 導 を は か る と
と も に 、 土 地 利 用 状 況 の 変 化 に 応 じ て 用 途 地 域 等 を 見 直 す 際 に は 基 本 的 な 区 域（ 拠 点 市 街 地 ・ 駅 そ ば
市 街 地 ・ 郊 外 市 街 地 ）や 誘 導 区 域 を 考 慮 す る な ど 、 本 プ ラ ン と 連 動 し た 運 用 と し 、 集 約 連 携 型 都 市 構 造
の 実 現 を は か り ま す 。

集約連携型都市構造の実現に向けた土地利用計画の運用関連取組

拠点市街地
都 心 ゾ ー ン に お い て、 引 き 続 き、 特 定
用 途 誘 導 地 区 等 に よ る 誘 導 施 策 に よ
り、 広域的な拠点施設の誘導をはかり
ます。 また、地域拠点においても、今後、
地域の拠点施設の誘導をはかるための
施策を展開します。

都市機能誘導区域内
引 き 続 き、 地 域 の ニ ー ズ に 応 じ て 特 定
用途誘導地区等の都市開発諸制度を
運用し、 周辺環境への影響等を考慮
しながら誘導施設の誘導をはかります。

都 市 機 能 の 誘 導
駅そば市街地
居住環境の向上をはかるため、 地域のニーズに応じて居住環境向上
用途誘導地区等の都市開発諸制度を運用し、 地域の特性や周辺環
境への影響等を考慮しながら居住環境向上施設の誘導をはかります。

郊外市街地
低未利用の基盤未整備地区において、 都市計画による建築制限等

（用 途、 容 積 率、 建 蔽 率 等）を 維 持 す る こ と を 基 本 と し 、 過 度 な
市 街 地 拡 大 の 抑 制 を は か り ま す。 ま た、 当 該 地 区 の 既 存 の 住 宅 地
等においては、敷地の集約化促進や細分化抑制、緑化の推進により、
ゆとりとうるおいの維持 ・ 創出をはかる施策を検討します。

居 住 の 誘 導

都市基盤整備、 土地利用状況の変化等による用途地域等の見直し
については、 基本的な区域、 誘導区域、 周辺環境への影響等を考慮
して実施します。

そ の 他

なごや集約連携型まちづくりプランと土地利用計画の連動イメージ

土地利用の誘導とその変化への対応イメージ
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プランの評価

進 捗 を 評 価 す る 指 標

プ ラ ン の 推 進 と 評 価

　 本 プ ラ ン の 推 進 に あ た り 、 評 価 指 標 と 将 来 の 目 標 を 設 定 し ま す 。 ま た 、 評 価 指 標 の ほ か に も 、 ま ち づ く り
の 状 況 を 把 握 す る さ ま ざ ま な 指 標 を 確 認 し て い き ま す 。

　民間事業者等との連携をはかると
と も に、 リ ニ ア 中 央 新 幹 線 の 開 業 を
見 据 え、 都 心 や 拠 点 の 魅 力 向 上 ・
創出について重点的に取り組みます。

　各種調査結果を活用して都市の
動向をとらえるとともに、 都市機能
や居住の誘導施策の取組状況を
把握し、 おおむね 5 年ごとにプランを
評価します。

　評価結果をふまえるとともに、
都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン 等 の
上 位 計 画 の 見 直 し 内 容 を 反 映
しながら、必要なプランの見直し
を行います。

評 価 指 標

拠点市街地及び
駅そば市街地の人口密度

平成 27 年（2015年）
人 /ha84

令和 17 年（2035年）
人 /ha 以上84

令和 17 年（2035年）
人 /ha77

現 　 状 目 　 標
現状のまま

推移した際の推計

P l a n
計画

D o
実施

D o
実施

C h e c k
評価

C h e c k
評価

C h e c k
評価

C h e c k
評価

A c t i o n
見直し

C h e c k
評価

C h e c k
評価

平成 30 年
2018年

評 価 を ふ ま え た
必 要 な 見 直 し

20 年程度先を見据えた計画

おおむね 5 年ごとの評価

令和 17 年
2035年
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本 プ ラ ン に 基 づ く 届 出 制 度 に つ い て

都市機能誘導区域外・区域内及び居住誘導区域外で次に示す行為を行おうとする場合には、 都市
再生特別措置法の規定に基づき、 行為に着手する 30 日前までに市への届出が必要となります。

届出により都市機能や居住の立地動向を把握します。

災害リスクや緑の保全、工業系土地利用など誘導区域外となっている理由を示すとともに、「災害リス
クが大きい範囲（7、 8 ページ参照）」 においては、届出にあわせて災害リスクに関する情報提供を行い、
災害リスクをふまえた居住や都市機能誘導をはかります。

届
出
が
必
要
と
な
る
行
為

１ 都 市 機 能 誘 導 区 域 外
都市再生特別措置法に基づいて定める
誘導施設を設置しようとする次の行為

一定規模以上の住宅を設置しようとする
次の行為

都市再生特別措置法に基づいて定める
誘導施設を休止、または廃止しようとする場合

・ 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合

・ 建築物を改築し、 または用途を変更して誘導施設を
  有する建築物とする場合

・ 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を
　行おうとする場合

・ ３戸以上の住宅を新築しようとする場合

・ 建築物を改築し、 または建築物の用途を変更して
　３戸以上の住宅とする場合

・ ３戸以上の住宅の建築目的の開発行為を行おうと
　する場合

・ 住宅の建築目的の開発行為を行おうとする場合で、
　その規模が 1,000 ㎡以上のもの

３ 居 住 誘 導 区 域 外

２ 都 市 機 能 誘 導 区 域 内

Ｑ＆Ａ

誘導区域外で建築等を行う場合に、 何か
規制があるのですか？

届 出 の 対 象 と な る 住 宅 と は ど の よ う な
ものですか？

誘導区域外における誘導施設や住宅の
建築を規制するものではありません。
この届出を通して、 土地利用の動向を
把握し今後のまちづくりに活用させていた
だいたり、 必要に応じて情報提供等をさ
せていただいたりします。

敷地が誘導区域の内外にまたがりますが、 届出
は必要ですか？

届出の対象となる行為を行う敷地が誘導区域
の内外にまたがる場合は、 誘導区域外での行為
とみなしますので、 以下の取り扱いとします。

「住 宅」 と は、 一 戸 建 て 住 宅、 長 屋、
共同住宅、 兼用住宅をさします。
詳 し く は、 建 築 基 準 法 に お け る 住 宅 の
取り扱いを参考にしてください。

居住誘導区域外に 3 戸の建売住宅を建築する
場合に届出は必要ですか？

同一の方が同時期に隣接する土地で戸建て
住宅を建築する場合で戸数が 3 戸以上の場合
は届出が必要です。

Ｑ１

Ａ１

Ｑ３

Ａ３

Ｑ２

Ａ２

Ｑ４

Ａ４

都市機能誘導区域内外にまたがる
誘導施設の開発又は建築行為
➡届出必要
都市機能誘導区域内外にまたがる
誘導施設の休止又は廃止
➡届出不要　
居住誘導区域内外にまたがる
一定規模以上の住宅の開発又は建築行為
➡届出必要

１

２

３
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